
総 行 市 第 １ ０ ２ 号

平成２０年４月２８日

各都道府県

住民基本台帳事務担当部長 殿

総務省自治行政局市町村課長

住民票の写し等の交付に関する質疑応答集について

住民基本台帳法の一部を改正する法律（平成１９年法律第７５号 、住民基本）

台帳法施行令の一部を改正する政令（平成２０年政令第７６号 、住民基本台帳）

の一部の写しの閲覧及び住民票の写し等の交付に関する省令等の一部を改正す

る省令（平成２０年総務省令第３８号）及び戸籍の附票の写しに関する省令の

一部を改正する省令（平成２０年総務省・法務省令第１号）の施行に関し、職

務上の参考とするため、別添のとおり「住民票の写しの交付に関する質疑応答

ので、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２４集」をとりまとめました

５条の４第１項に基づき助言します。

貴職におかれては、その内容を承知の上、貴都道府県内の市区町村に周知さ

れるようお願いします。

、 、 （ ）なお 別添においては 改正後の住民基本台帳法 昭和４２年法律第８１号

住民基本台帳の一部の写しの閲覧及び住民票の写し等のを「法」と、改正後の

交付に関する省令「住民票省令」と記載しています。



住民票の写し等の交付に関する質疑応答集

（問１）国公立大学や私立大学の学生証を住民票省令第５条第２号に規定する

「市町村長が適当と認める書類」として取扱うことは可能か。

（答）差し支えない。

（問２）現に請求の任に当たっている者と職員とが顔見知りである場合、こう

した面識を利用することで、住民票省令第５条第２号に規定する「市町村

長が前号に準ずるものとして適当と認める方法」に該当するとして、本人

確認ができたものとしてよいか。

（ ） 、 、答 終的には市町村長の判断になるが 本人確認書類の提示が困難であり

かつ交付の緊要性が認められる場合などやむを得ない場合においては、あ

り得るものと考えられる。この場合において面識により本人確認を行った

。旨及び本人確認を行った職員の氏名等を請求書に記録するのが適当である

（問３）本人等（本人又は本人と同一の世帯に属する者。以下同じ ）から、法。

第１２条第５項に規定する特別の請求があった場合、本人等請求において

、 、は 基本的に請求事由を明らかにすることを要しないものとされているが

使途により記載が認められる事項が異なるため、使用目的を任意に聞くこ

とは差し支えないか。

（答）差し支えない。

（問４）本人等請求において、住民票の写し等の送付を求める場合は、請求者

の住所に送付することが原則であるが、請求者の側で勤務先を送付先に指

定している場合、所在地の確認は必要か。必要な場合、どのようにして確

認すべきか。

（答）勤務先の所在地の記載のある社員証の写し等により、所在地の確認と請

求者本人の所属を確認をすることが考えられる。確認できない場合は、請

求者の住所あてに送付することが適当である。

（問５）本人等の代理人として住民票の写し等の交付を請求する場合、法定代

理人の場合は戸籍謄本等の書類の提示又は提出を求めるが、法定代理人の

本籍地が他の市区町村である場合には、当該本籍地市区町村に対し、電話

により代理権の有無の確認を行ってよいか。

（答）本籍地市区町村に対する電話確認は、個人情報保護の観点から、やむを

得ない場合に限って、慎重に行うべきである。むしろ、電話で請求者本人

を通話口に呼び出し、口頭で依頼の事実を確認するなどの対応が考えられ

る。

（問６）本人等の代理人が住民票の写し等の交付を請求する場合に、請求書に



代理人等について記載する欄を設けた上、この書面上に請求者本人の自署

又記名押印を求めることにより、委任状の提出に替える取扱いとしてよい

か。

（答）自署等があり、請求者の委任の意図が合理的に推測できるのであれば、

別個の委任状にこだわらず、請求書自体を委任状に相当する書類として扱

って差し支えない。

（問７）委任状において、住民票の写し等の請求又は申出に係る手続の完了後

に、当該委任状の還付を請求する権限を証する旨の記載がある場合は、還

付に応じてよいか。

（答）記載している場合はもちろん、記載がなくとも、請求者側の還付を求め

る意思が合理的に推測できれば、還付して差し支えない。この場合、請求

、 。書又は申出書に 委任状を確認後還付した旨を記録することが適当である

（ ） 、問８ 自動車販売会社が顧客の自動車の新規登録・変更登録等の手続のため

運輸局に対し顧客の住民票の写しを提出する必要がある場合に、自動車販

、 、売会社が顧客の住民票の写しを請求するときは 本人等請求の代理となり

住民票省令第６条第２号により委任状の提出が必要となるのか。

（答）委任状の提出が基本となるが、やむを得ない理由により提示又は提出で

きない場合は、販売に係る契約書の写し等で委任関係が確認できれば、交

付して差し支えない。

（問９）施設等に入所しており、委任状を自署できず、かつ電話での対応も困

難な請求者については、現に請求の任に当たっている施設職員の本人確認

書類と施設職員である旨を明らかにする職員証を合わせて提示することに

より、請求を受理してよいか。

（答）代理権限を有する旨の心証形成が得られれば問題ない。必要に応じ、親

族等に対し、施設入所、意思表示能力等について確認することも考えられ

る。

住民票コードを記載した住民票の写し等について、代理人による請（問１０）

求があった場合には、代理人に対して直接交付せず、請求者の住所あてに

「転送不要」等の取扱いで郵送することが適当ではないか。

（答）望ましい対応である。

（問１１）国と委託契約を締結している事業者から、受託事業に関連して住民

票の写し等の請求が行われることがあるが、公用請求には当たらず第三者

による申出として取り扱ってよいか。

（答）お見込みのとおり。



（問１２）刑事訴訟法（昭和２３年法律第１３１号）第１９７条第２項に基づ

く捜査関係事項照会書により住民票の写し等の交付の請求があった場合な

ど、他の法令に基づく照会等により、住民票の記載事項を示すよう求めら

れた場合には、これらの手続を法第１２条の２に基づく請求とみなして取

り扱うべきかどうか。

（答）警察又は裁判所の職員等が、刑事訴訟法第１９７条第２項に基づき 「捜、

査関係事項照会書」を持参して、住民票に記載されている情報の照会を行

う場合などは、住民基本台帳法とは別異の手続によるものとして、各事案

に適用される法令の解釈の問題として取り扱うことが適当である。

なお、刑事訴訟法第１９７条第２項に定める事務の遂行のために必要で

あるとしても、法第１２条の２第２項に掲げる事項が記載された公文書に

より、住民票の写し等の交付を請求する旨が明らかな場合においては、法

第１２条の２の規定に基づく請求として取り扱われる。

（問１３）法第１２条の２第２項第４号の「請求が犯罪捜査に関するものその

他特別の事情により請求事由を明らかにすることが事務の性質上困難であ

るもの」とは、どのようなものが想定されるか。

（答 「国又は地方公共団体の機関による住民基本台帳の一部の写しの閲覧の請）

求における請求事由を明らかにすることが事務の性質上困難であるものの

例示について （平成１８年１０月４日付け総行市第１３５号）と同様なも」

のと考えている。

（問１４）郵送での公用請求において、公文書の記載内容から現に請求の任に

当たっている者について、本人である旨の心証形成が得られる場合には、

本人確認書類の写しは不要との取扱いであるが、具体的に別途職員証等の

どのような公文書の記載があれば、このような取扱いによることができる

のか。

（答）公文書に現に請求の任に当たっている者の職名及び氏名などが記載され

ていることにより、通常、職員証の書面上で明らかにされると見込まれる

内容が公文書の中に表現されていると見ることができる場合である。別紙

を参考とされたい。

住民票省令第１０条第１項に規定する「 法第１２条の３）第４項第（問１５） （

４号の事項を証する書類」とは具体的には何か。

契約書や法令による添付書類等（答）具体的な事案如何により様々であるが、

を示す文書の写しなどがあてはまる。

住民票省令第１０条第１項に規定する「 法第１２条の３）第４項第（問１６） （

として、当事者間の契約書の写しではなく、一４号の事項を証する書類」

方当事者の側で作成した誓約書（債務者名・債務金額などを表示 、債権残）



高明細表、伝票等は認められるか。

（答）この場合においては、申出者側に申出の対象者であるものに対する債権

（請求権）があり、権利行使のため（正当な理由があるため）住民票の写

し等が必要であることが合理的に推測できるのであれば、疎明資料として

足りるものであり、交付して差し支えない。

（問１７）同窓会名簿の作成・更新のために行う住民票の写し等の申出は、法

第１２条の３第１項第３号の正当な理由として、認められるか。

（答）より具体的な請求事由を明らかにさせた上で、市町村において社会通念

を踏まえ個別具体的に判断する必要がある。

（問１８）製品のリコールのために行う住民票の写し等の申出は、法第１２条

の３第１項第３号の正当な理由として、認められるか。

（ ） 、 、答 個別具体的な申出について 正当な理由と認められるかどうかの判断は

市町村長が行うものだが、個別の法令に基づく届出等の手続が行われてい

れば、義務を履行するために必要なものであり、一般的には正当な理由に

当たる。

（問１９）法人が申出者となる場合に、申出書に求める法人の代表者印につい

ては、印鑑登録している法人印のみならず、通常使用される社印（角印）

も含まれると考えてよいか。

（答）差し支えない。

（問２０）住民票省令第１１条第３号ロに規定する法人の主たる事務所の所在

地を確認するための書類とは、具体的にはどのようなものがあるか。

（答）事務所の所在地の記載のある社員証や登記簿謄本、登記事項証明書、官

公署が発行した許可証の写し等が考えられる。

（問２１）法第２０条第５項の規定において準用する法第１２条の２第２項第

３号及び第１２条の３第４項第３号によれば、戸籍の附票の写しの請求又

は申出においては、請求又は申出対象者の住所を明らかにしなければなら

。 、 。ないのか それとも 戸籍の表示を明らかにすれば足りる場合もあるのか

（答）請求又は申出対象者の戸籍の表示を明らかにすれば足りる。

（問２２）印鑑登録に際しても本人確認が必要と考えられるが、どのような方

法で行うべきか。

（答）住民票の写し等の交付における方法と同様の方法によることが適当であ

る。



○　○　第　□　□　号
平成　　年　　月　　日

△　△　△　△　長　殿

×　×　×　×　×　　印

住民票の写し［住民票記載事項証明書］の請求について

　住民基本台帳法（昭和４２年法律第８１号）第１２条の２第１項の規定に基づき、下記の
とおり住民票の写し［住民票記載事項証明書］の交付を請求します。

①　法第１２条の２第１項に基づく請求の場合（ただし、②の場合を除く。）

別 紙

□ 世帯主との続柄 □ 本籍地及び筆頭者
□ その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

〒

請　求　事　由

送付先（機関の所在地）

請求機関の名称

現に請求の任に当たっている者 職名 氏名

請　求　に　係　る　者

基礎証明事項以外の記載事項

氏名

住所



○　○　第　□　□　号
平成　　年　　月　　日

△　△　△　△　長　殿

×　×　×　×　×　　印

　住民基本台帳法（昭和４２年法律第８１号）第１２条の２第１項の規定に基づき、下記の
とおり住民票の写し［住民票記載事項証明書］の交付を請求します。

請求機関の名称

②　法第１２条の２第１項に基づく請求のうち、犯罪捜査に関するものその他特別の事情
　により請求事由を明らかにすることが事務の性質上困難なものの場合

住民票の写し［住民票記載事項証明書］の請求について

□ 世帯主との続柄 □ 本籍地及び筆頭者
□ その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

〒
送付先（機関の所在地）

根　拠　法　令

請求事由を明らかにする
ことが困難な理由

現に請求の任に当たっている者 職名 氏名

請求を必要とする事務の内容

請　求　に　係　る　者

基礎証明事項以外の記載事項

氏名

住所
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